
行政財産目的外使用許可等・普通財産貸付けにおける減免状況一覧表
(東淀川区役所) 期間：令和06年03月31日 ～ 令和06年03月31日

市内／市外 区 町番 丁番 地番

使用許可 建物 東淀川区役所 大阪市内 東淀川区 豊新 ２丁目 １番４ 売店・店舗 6.00 ㎡
社会福祉法人身体障害者自立
協会

100 0 3,058

障がい者の働く場の確保や社会参
加と自立を促進することは、本市
行政を補完・推進する事業である
ため。

使用許可 建物 東淀川区役所 大阪市内 東淀川区 豊新 ２丁目 １番４ 売店・店舗 3.00 ㎡ 社会福祉法人路交館 100 0 3,940

障がい者の働く場の確保や社会参
加と自立を促進することは、本市
行政を補完・推進する事業である
ため。

使用許可 建物 東淀川区役所 大阪市内 東淀川区 豊新 ２丁目 １番４ 売店・店舗 3.00 ㎡
社会福祉法人ノーマライゼーショ
ン協会

100 0 3,813

障がい者の働く場の確保や社会参
加と自立を促進することは、本市
行政を補完・推進する事業である
ため。

使用許可 建物 東淀川区役所 大阪市内 東淀川区 豊新 ２丁目 １番４ 売店・店舗 3.00 ㎡
社会福祉法人ひがしよどがわ福
祉会

100 0 3,501

障がい者の働く場の確保や社会参
加と自立を促進することは、本市
行政を補完・推進する事業である
ため。

貸付 建物 井高野福祉会館 大阪市内 東淀川区 北江口 ２丁目 183番地3内 集会所・会館 100.98 ㎡ 井高野福祉会館運営委員会 100 0 2,873,471
コミュニティ育成事業（東淀川区）
に極めて密接に関連するため

貸付 土地 井高野連合町会集会所 大阪市内 東淀川区 北江口 ３丁目 236番地の13内 集会所・会館 109.55 ㎡
井高野連合町会集会所運営委
員会

100 0 678,334
コミュニティ育成事業（東淀川区）
に極めて密接に関連するため

貸付 土地 引江集会所 大阪市内 東淀川区 西淡路 ４丁目 229番地内 集会所・会館 150.00 ㎡ 引江集会所運営委員会 100 0 787,500
コミュニティ育成事業（東淀川区）
に極めて密接に関連するため

貸付 土地 下新庄鳩ケ瀬会館 大阪市内 東淀川区 下新庄 １丁目 108番地の4 集会所・会館 165.34 ㎡ 鳩ケ瀬会館運営委員会 100 0 837,282
コミュニティ育成事業（東淀川区）
に極めて密接に関連するため

貸付 土地 下新庄福祉会館 大阪市内 東淀川区 下新庄 ５丁目 607番地の1 集会所・会館 150.49 ㎡ 下新庄福祉会館運営委員会 100 0 902,940
コミュニティ育成事業（東淀川区）
に極めて密接に関連するため

貸付 土地 三番町会館 大阪市内 東淀川区 豊里 ６丁目 26番地の6 集会所・会館 76.00 ㎡ 三番町会館運営委員会 100 0 484,728
コミュニティ育成事業（東淀川区）
に極めて密接に関連するため

貸付 建物 新庄会館 大阪市内 東淀川区 上新庄 ２丁目 193番地の3 集会所・会館 155.72 ㎡ 新庄会館運営委員会 100 0 2,259,981
コミュニティ育成事業（東淀川区）
に極めて密接に関連するため

貸付 建物 菅東集会所 大阪市内 東淀川区 菅原 ２丁目 2番地の40 集会所・会館 54.65 ㎡ 菅東集会所運営委員会 100 0 444,141
コミュニティ育成事業（東淀川区）
に極めて密接に関連するため

貸付 土地 西淡路集会所 大阪市内 東淀川区 西淡路 １丁目 １１－７ 集会所・会館 245.15 ㎡ 西淡路集会所運営委員会 100 0 579
地域コミュニティの醸成に資するこ
とおよび大阪市の施策に密接に関
連するため

貸付 建物 大桐地域福祉会館 大阪市内 東淀川区 大桐 ３丁目 ２－３ 集会所・会館 81.73 ㎡ 大桐地域福祉会館運営委員会 100 0 108,129
コミュニティ育成事業（東淀川区）
に極めて密接に関連するため

貸付 建物 大隅東会館 大阪市内 東淀川区 瑞光 ４丁目 5番地 集会所・会館 110.98 ㎡ 大隅東会館運営委員会 100 0 303,721
コミュニティ育成事業（東淀川区）
に極めて密接に関連するため

貸付 土地 淡路福祉会館 大阪市内 東淀川区 淡路 ５丁目 21-11 集会所・会館 305.58 ㎡ 淡路福祉会館運営委員会 100 0 154,699
地域コミュニティの醸成に資するこ
とおよび大阪市の施策に密接に関
連するため

貸付 建物 東淡路会館 大阪市内 東淀川区 東淡路 ２丁目 37 集会所・会館 145.16 ㎡ 東淡路会館運営委員会 100 0 501,883
コミュニティ育成事業（東淀川区）
に極めて密接に関連するため

貸付 建物 東淡路集会所 大阪市内 東淀川区 東淡路 ３丁目 26－７ 集会所・会館 85.58 ㎡ 東淡路集会所運営委員会 100 0 85,171
コミュニティ育成事業（東淀川区）
に極めて密接に関連するため

貸付 土地 豊新会館 大阪市内 東淀川区 豊新 ２丁目 7番地の11 集会所・会館 216.78 ㎡ 豊新会館運営委員会 100 0 1,382,623
コミュニティ育成事業（東淀川区）
に極めて密接に関連するため

貸付 建物 豊新福祉会館 大阪市内 東淀川区 豊新 ２丁目 11番地の7 集会所・会館 135.35 ㎡ 豊新福祉会館運営委員会 100 0 2,125,434
コミュニティ育成事業（東淀川区）
に極めて密接に関連するため

貸付 土地 豊里会館 大阪市内 東淀川区 豊里 ５丁目 27番地の15 集会所・会館 284.00 ㎡ 豊里会館運営委員会 100 0 1,917,000
コミュニティ育成事業（東淀川区）
に極めて密接に関連するため

貸付 建物 豊里西会館 大阪市内 東淀川区 豊里 １丁目 ９番地の3 集会所・会館 118.59 ㎡ 豊里西会館運営委員会 100 0 1,303,999
コミュニティ育成事業（東淀川区）
に極めて密接に関連するため

貸付 建物 和合会館 大阪市内 東淀川区 菅原 ３丁目 12番地の2 集会所・会館 85.74 ㎡ 和合会館運営委員会 100 0 817,147
コミュニティ育成事業（東淀川区）
に極めて密接に関連するため

※無償(減免率100％）の物件については、減免前使用料／減免前貸付料（円）欄に、仮に試算した参考金額を記載しており、実際の使用料・貸付料とは異なります。
※専ら本市の事務事業に供するために設置された電柱若しくは電線路又は水道管、ガス管その他埋設物、施設及び定額物件は除きます。

年間使用料総額／
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